
－3級 実技試験（個人資産相談業務・2024.1.28）・解答 1－ 

【2024年１月 実技試験 個人資産相談業務】 

 

【第１問】 

《問１》 ２ 

老齢基礎年金の年金額は、満額795,000円（2023年度価額）に、20歳から60歳まで

の40年（480カ月）間のうちの保険料納付済月数をかけて求める。設例より、20歳か

ら22歳までの期間（31月）は国民年金に加入していないため満額受給できない。 

老齢基礎年金の年金額＝795,000円×
納付月数

480月
 

 ＝795,000円×
480月－31月

480月
 

 ＝795,000円×
449月

480月
 ←選択肢(2) 

 

《問２》 ２ 

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備し

ておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から（① 70,000円）までの範囲内

（500円単位）で選択でき、支払った掛金は（② 所得控除）の対象となります。共済

金（死亡事由以外）の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割

受取りの併用』があり、『一括受取り』の共済金は、（③ 退職所得）として所得税の

課税対象となります」 
 

＜解説＞ 

小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金に備える

共済制度である。毎月の掛金は、1,000円～７万円の範囲内（500円刻み）で選択可

能。掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。共済金

（死亡事由以外）の受取方法は３種類あり、所得税が課される。 

・一括受取り：退職所得 

・分割受取り：公的年金等による雑所得 

・一括受取り・分割受取りの併用：退職所得・公的年金等による雑所得 

 

  

解答・解説 
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《問３》 ３ 

1) 適切。 

確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、資産を形

成する年金制度である。将来受け取る年金額は、運用実績次第で増減する。運用責

任は加入者自身である。 
  

【掛金上限】 

第１号被保険者 → 年額81.6万円 

第２号被保険者 

企業年金無し → 年額27.6万円 

企業型ＤＣのみに加入 → 年額24.0万円 

ＤＢと企業型ＤＣに加入 → 

年額14.4万円 ＤＢのみに加入 → 

公務員等 → 

第３号被保険者 → 年額27.6万円 

※ＤＣ：確定拠出年金、ＤＢ：確定給付企業年金、厚生年金基金 
 

2) 適切。 

国民年金基金は、国民年金の第１号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする任意加

入の年金制度である。加入は口数制となっており、１口目は、保証期間のある終身

年金Ａ型、保証期間のない終身年金Ｂ型の２種類から選択し、65歳から支給開始と

なる。２口目以降は、終身年金のＡ型、Ｂ型および確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、

Ⅳ型、Ⅴ型から選択できる。国民年金基金の掛金は、月額68,000円が上限であり、

掛金の全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。 

3) 不適切。 

付加年金とは、国民年金の第一号被保険者が、国民年金保険料に月額400円の付

加保険料を上乗せして納めることにより、65歳から受給する老齢基礎年金に上乗せ

して受給できる年金のことである。 

・付加年金の受給額＝200円×付加保険料を納めた月数 
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【第２問】 

《問４》 ３ 

1) 適切。 

株価の相対的な割高・割安の度合いを判断する指標として、ＰＥＲやＰＢＲがあ

る。Ｘ社株式のＰＥＲは12.5倍、ＰＢＲは1.25倍である。 
  

・１株当たりの純利益＝
当期純利益

発行済株式数
  

 Ｘ社株式の１株当たりの純利益＝
60億円

5，000万株
＝120円 

 

 ＰＥＲ（株価収益率）＝
株価

１株当たり純利益
  

 

 Ｘ社株式のＰＥＲ＝
1，500円

120円
＝12.5倍 

  

・１株当たりの純資産＝
自己資本

発行済株式数
  

 Ｘ社株式の１株当たりの純資産＝
600億円

5，000万株
＝1,200円 

 

 ＰＢＲ（株価純資産倍率）＝
株価

１株当たり純資産
  

 

 Ｘ社のＰＢＲ＝
1，500円

1，200円
＝1.25倍 

2) 適切。 

ＲＯＥは、会社の収益性や経営効率を測る指標である。Ｘ社のＲＯＥは10％です。

一般に、ＲＯＥが高い会社ほど、資本の効率的な活用がなされていると判断できる。 
 

ＲＯＥ（自己資本利益率）＝
当期純利益

自己資本
×100 

 

Ｘ社のＲＯＥ（％）＝
120円

1，200円
×100＝10％ 
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3) 不適切。 

配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金

の支払いにあてたかを示す指標のこと。Ｘ社株式の配当性向は25％である。なお、

選択肢文中は配当利回りの説明である 
 

配当性向（％）＝
１株当たり配当額

１株当たり当期純利益
×100 

 

または 
 

配当性向（％）＝
年間配当金総額

当期純利益
×100 

 

Ｘ社株式の配当性向（％）＝
15億円

60億円
×100＝25％ 

 

《問５》 ３ 

1) 不適切。 

一般に、ＢＢ（ダブルビー）格相当以下の格付は、投機的格付と呼ばれています。

Ｙ社債の格付けはＢＢＢになっており、投資適格債である。 
  

《債券格付けの定義と記号（Ｓ＆Ｐ社の場合）》 

格付け 意   味 投資適格性 

ＡＡＡ 元利金支払いの確実性は最高水準 

投資適格債 

ＡＡ 確実性はきわめて高い 

Ａ 確実性は高い 

ＢＢＢ 

現在十分な確実性があるが、将来環境

が大きく変化した場合その影響を受け

る可能性がある 

ＢＢ 将来の確実性は不安定 

投資不適格債 

（投機的債券） 

＝ハイ・イールド債 

Ｂ 確実性に問題がある 

ＣＣＣ 債務不履行になる可能性がある 

ＣＣ 債務不履行になる可能性がかなり高い 

Ｃ 
債務不履行になる可能性が極めて高

く、当面立ち直る見込みがない 

Ｄ 債務不履行に陥っている 
 

2) 不適切。 

毎年受け取る利子は、額面100円につき表面利率を乗じることで求められる。表

面利率は、発行時の金利水準や発行会社の信用力などに応じて決められる。 

・毎年受け取る利子＝額面100円×表面利率1.2％＝1.2円（額面100円につき） 

  

利 

回 

り 

低 低 

高 高 

高 

低 
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価 
 
 

格 
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3) 適切。 

Ｙ社債の利子は、申告分離課税の対象となり、利子の支払時において所得税およ

び復興特別所得税と住民税の合計で20.315％相当額が源泉徴収等される。確定申告

しないことも選択できる。 

 

《問６》 １ 

最終利回りとは、既発債を償還まで保有した場合の利回りである。 
  

最終利回り（％）＝

クーポン＋
額面100円－買付価格

残存期間（年）

買付価格
×100 

＝

1.2＋
100－103

5

103
×100＝0.582…≒0.58％ 

 

 

【第３問】 

《問７》 １ 

Ａさんの2023年分の所得税における総所得金額 

● 給与所得の金額：給与収入金額－給与所得控除額 

＝給与収入金額－給与収入金額×10％＋110万円 

＝750万円－750万円×10％＋110万円 

＝750万円－185万円 

＝565万円 

● 不動産所得の金額：30万円 

● 一時所得の金額＝総収入金額－支出した金額－特別控除額（最高50万円） 

＝350万円－330万円－50万円 

＝０ 

総所得金額に算入される金額＝一時所得の金額×１/２ 

＝０円×１/２ 

＝０円 
 

∴総所得金額＝給与所得の金額＋不動産所得の金額＋一時所得の金額 

＝565万円＋30万円＋０円 

＝595万円 
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《問８》 ２ 

1) 不適切。 

所得税における基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額に応じて表のとおり

となる。Ａさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、48万円である。 
 

納税者本人の合計所得金額 控除額 

       2,400万円以下 48万円 

2,400万円超 2,450万円以下 32万円 

2,450万円超 2,500万円以下 16万円 

2,500万円超  ０円 
 

2) 適切。 

長男Ｃさん（20歳）は年間の合計所得金額が48万円以下であるため、特定扶養親

族である。長女Ｄさん（17歳）も年間の合計所得金額が48万円以下であるため、一

般の控除対象扶養親族である。Ａさんが適用を受けることができる扶養控除の控除

額は、101万円（63万円＋38万円）である。 
  

【扶養控除の控除額】 

区分 控除額 

一般の控除対象扶養親族（16歳以上※１） 38万円 

特定扶養親族（19歳以上23歳未満※１） 63万円 

老人扶養親族 

（70歳以上※１） 

同居老親等以外の者 48万円 

同居老親等※2 58万円 

※１ その年の12月31日現在の年齢 

※２ 納税者本人又は配偶者の父母・祖父母など 
 

3) 不適切。 

Ａさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です。 
  

【配偶者控除の適用を受ける要件】 

① 配偶者と生計を一にしている 

② 配偶者の合計所得金額が48万円以下 

③ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 

④ 配偶者が（青色）事業専従者ではない 
  

【配偶者控除の控除額】 

納税者本人の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者※ 

 900万円以下 38万円 48万円 

900万円超 950万円以下 26万円 32万円 

950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円 

※老人控除対象配偶者とは、70歳以上の控除対象配偶者のことである。 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word8
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word8
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word10
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word11
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《問９》 ２ 

1) 適切。 

国民年金保険料を支払った時点で、自己または自己と生計を一にする配偶者その

他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除の対象とす

ることができる。したがって、Ａさんが2023年中に支払った長男Ｃさんの国民年金

保険料は、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができ

る。 

2) 不適切。 

一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、一時所得になる。その2分の1相当額

が総所得金額に算入される。 

3) 適切。 

不動産所得の金額は30万円であり、所得が20万円を超えるため、Ａさんは所得税

の確定申告をする必要がある。年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得お

よび退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、給与所得者も確定

申告をしなければならない。 

 

 

【第４問】 

《問10》 ３ 

① 建築物の建築面積の上限は、建蔽率を用いて求める。防火地域内に耐火建築物を

建築する場合、および、準防火地域内に耐火建築物・準耐火建築物を建築する場合

に建蔽率は10％緩和される。また、特定行政庁が指定する角地も10％緩和される。 
  

建蔽率の上限となる建築面積＝敷地面積×建蔽率 

＝300㎡×（60％＋10％＋10％） 

＝240㎡ 
 

② 建築物の延べ面積の上限は、容積率を用いて求める。前面道路の幅員が12ｍ未満

の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか小さい数値を

容積率として敷地面積に乗じて求める。 
  

容積率の上限となる延べ面積＝敷地面積×容積率 

＝300㎡×240％※ 

＝720㎡ 
 

※６ｍ（幅員が広い方）×法定乗数４/10＝24/10 ⇒240％＜300％（指定容積率） 

∴240％ 
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《問11》 １ 

ⅰ）「Ａさんが駅前のマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲

渡する場合に、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用

を受けるためには、Ａさんが居住しなくなった日から（① ３年）を経過する日の

属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」 

ⅱ）「Ａさんが『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を

受ける場合、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について軽減税率が適

用されます。本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の１月１日において譲渡

した居住用財産の所有期間が（② 10年）を超えていなければなりません。なお、

本特例と『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』は併用して

適用を受けることが（③ できます）」 
 

＜解説＞ 

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるた

めには、居住しなくなってから3年を経過した年の12月31日までに譲渡を行わなけ

ればならない。また、配偶者・直系血族・生計を一にする親族等への譲渡は対象外

である。 

課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、所得税および復興特

別所得税10.21％、住民税４％の軽減税率が適用される（6,000万円超の部分につい

ては、所得税および復興特別所得税15.315％、住民税５％の税率が原則どおり適用

される）。適用を受けるには、譲渡した年の１月１日における所有期間が10年超な

ど一定の要件がある。また、3,000万円の特別控除との併用は可能である。 

 

《問12》 １ 

1) 不適切。 

Ａさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地は貸家建付地として評

価される。 
 

貸家建付地の価額＝自用地価額×（１－借地権割合×借家権割合×賃貸割合） 
  
 

2) 適切。 

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地

である宅地のみならず、賃貸アパートの敷地である宅地についても適用できる。住

宅１戸につき200㎡までの部分（小規模住宅用地）について課税標準となるべき価

格の６分の１の額とする特例の適用を受けることができる。 
  

【住宅用地の課税標準額（特例）】 

 
小規模住宅用地 

（200㎡以内） 

その他の住宅用地 

（200㎡超） 

固定資産税 価格の６分の１の額 価格の３分の１の額 

都市計画税 価格の３分の１の額 価格の３分の２の額 
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3) 適切。 

Ａさんの相続における相続税額の計算上、遺産総額から差し引くことができる債

務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものであるため、

当該借入金の残高は債務控除の対象となる。 

 

 

【第５問】 

《問13》 １ 

1) 適切。 

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受

けた場合、受贈者１人につき1,500万円までは贈与税が非課税となるが、学校等以

外に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となる。 

2) 不適切。 

受贈者は原則として30歳未満であり、贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合

計所得金額が1,000万円以下である場合にかぎり適用を受けることができる。孫Ｄ

さんが受贈者であるから、孫Ｄさんの所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下

でなければならない。 

3) 不適切。 

受贈者である孫Ｄさんが30歳に達した日に教育資金管理契約は終了する。その時

点で、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合は、当該残額は

受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されて贈与税が課される。 

 

《問14》 １ 

暦年課税は、１暦年間（１月１日から12月31日まで）に受贈者が贈与により取得し

た財産の合計額から基礎控除110万円を控除した残額に対して課税される。 
  

≪適用税率≫ 

● 18歳以上の者が直系尊属（父母や祖父母など）から受贈：特例税率 

● それ以外の受贈                  ：一般税率 
  

本問は、現金600万円を父から子（47歳）に贈与したケースであるため、特例税率

の速算表を用いて贈与税額を計算する。 
  

贈与税額＝（贈与税の課税価格－基礎控除）×税率（速算表より） 

＝（600万円－110万円）×20％－30万円 

＝68万円 

 

  



－3級 実技試験（個人資産相談業務・2024.1.28）・解答 10－ 

《問15》 ３ 

1) 適切。 

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、実際に取得した正味の遺産額が、次の金

額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税はかからない制度のこと。 

● １億６千万円 

● 配偶者の法定相続分相当額 

適用して相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書は提出する必要がある。

適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限

られるため内縁関係にある者は該当しない。 

2) 適切。 
  

【小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例】 

宅地の区分 限度面積 減額割合 

居住用 特定居住用宅地 330㎡ 80％ 

事業用 
特定事業用宅地 

400㎡ 80％ 
特定同族会社事業用宅地 

貸付事業用宅地（貸付用不動産の宅地） 200㎡ 50％ 
  

自宅（敷地300㎡）7,000万円において、減額割合80％である。 

相続税の課税価格に算入すべき価額を求める。 

7,000万円×（１－0.8）＝1,400万円 

3) 不適切。 

相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日

から10カ月以内に、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなけ

ればならない。 

 

 


